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研究成果の概要（和文）：被災した子育て世帯にとって教育費用支援のニーズが大きい。震災後、非正規労働に
従事する親の割合の増加、父親の失業や母子家庭の増加によって、世帯所得が低い世帯が増加し、食料の購入・
医療機関の受診・学校関係経費の支払いが困難な場合があること、貧困層が多くの学習上の課題を抱えているこ
とが示された。
震災後、国の被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金によって、震災前より多くの世帯が就学援助の対象となっ
たが、周知方法、支給内容など制度の課題も明らかになった。就学援助による現金給付は、申請主義による給付
制度であり、申請者にとって手続きの負担が大きいという問題の解消を急ぐ必要性が高い。

研究成果の概要（英文）：There is a large need for education cost support for affected families. 
After the earthquake, the percentage of parents engaged in non-regular work, unemployed fathers and 
increase in mother-infant families increased households with low household income, and paid for food
 purchases, medical institutions, and school expenses. It has been shown that it can be difficult 
and that the poor have many learning problems. 
After the earthquake, a special exception grant for the support of affected children and students in
 the country made more families eligible for schooling assistance than before the earthquake, but 
issues on the system such as common knowledge methods and payment details were also revealed. Cash 
benefits provided by enrollment support are application-based benefits, and it is highly necessary 
to resolve the problem that the burden on the procedure is large for the applicant.

研究分野： 行政学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
論争的な概念である貧困について合理的な議論を形成し、災害時に子どもが貧困に陥ることを防ぐという合意形
成に向けて、政策と制度の現実について、具体的なデータに基づく研究を行うことが本研究の特色・独創的な点
である。被災した「子どもの貧困防止策」として、現金給付、現物・サービス給付の在り方を提案することを目
的とする。予想される結果として、被災した子どもへの給付は限定的で、地域差が大きいと考えられ、本研究に
は、災害救助という普遍的な制度を「子どもの貧困防止」という視点から検証し、提案するという意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)研究代表者は、これまで「子どもの貧困」防止について、現金給付を行う就学援助制度、現
物・サービス給付を行う学校給食制度と現実との関係に主に着目して調査研究を行ってきた。こ
れらは、教育政策に基づく制度であり、狭義の社会保障政策ではないため、これまで「子どもの
貧困」を防止するという視点から政策的課題として取り上げられることが少なかった。 
 
(2)就学援助制度は、生活保護の教育扶助と同様に、小中学生の学用品費・学校給食費など学校
教育を受けるために必要な費用を現金で支給する制度である。就学援助の対象となる世帯の所
得基準は、生活保護の所得基準の 1.3 倍程度が多いが、市町村によって異なる。2010 年度にお
いて、生活保護を受ける小中学生が 14 万８千人、生活保護率（生活保護を受ける小中学生数が
小中学生総数に占める割合）1.4％であるのに対して、就学援助を受ける小中学生は 140 万人、
就学援助率（就学援助を受ける小中学生数が小中学生総数に占める割合）13.9％であった。 
 
(3)学校給食は、公立小学校における人数ベースの完全給食（ミルク、おかず、主食）実施率が 
99.9％ であるのに対して、公立中学校での完全給食実施率は 75.4％にとどまっている。後述の
「子どもの剥奪状態」の指標からは、学校給食による現物給付も有効な「子どもの貧困防止策」
である。小中学生の生活保護率・就学援助率、公立中学校における完全給食の実施率ともに、市
町村間格差が大きい。  
 
(4)東日本大震災以降、研究代表者自身がボランティア活動に取り組み、災害時における「子ども
の貧困」を防止するために、平時以上に、被災者ニーズへの行政対応・支援を改善するという課
題が大きいことを痛感した。この課題について、ワークショップ等に参加し、避難者、支援団体
関係者、研究者との意見交換を行った。そして、課題克服のためには、災害救助という普遍的な
制度に、「子どもの貧困」を防ぐための機能を持たせる必要があるとの問題意識が生じた。 
 

２．研究の目的 
震災により、親を失ったり、親が失業したり、家庭が生活基盤を失ったことにより多くの子ど

もが貧困に陥った。また、被災からの回復は一様ではなく、震災前から貧困状態にあった家庭に
おいては、さらなる子どもの貧困の悪化が生じた。本研究の目的は、東日本大震災及び未だ収束
しない原発災害のように、長期的な避難を余儀なくされる大規模災害で被災した子どもの貧困
を防止するための給付の在り方を提案することである。 
 

３．研究の方法 
既に実施された東日本大震災の被災者・避難者調査などのニーズ調査の結果や、阪神淡路大震

災など過去の我が国及び海外の大規模災害被災者に関する既存の調査研究を収集するとともに、
被災地における就学援助、学校給食のような公的な現金、現物・サービス給付及び民間も含めた
「子どもの貧困」を防ぐための支援について実態を調査する。支援情報の周知、申請手続、必要
額と勘案した現金給付額の妥当性、支援期間の妥当性について検討し、大規模災害で被災した
「子どもの貧困防止策」として、より適切な現金給付、現物・サービス給付の在り方を提案する。 
 

４．研究成果 
(1)被災した子育て世帯に関する調査から、震災後、非正規労働に従事する親の割合の増加・父
親の失業・母子家庭の増加によって世帯所得が低い世帯が増加して、食料の購入・医療機関の受
診・学校関係経費の支払いが困難な場合があることが示された。被災した子育て世帯は、「子ど
もの就学にかかる費用の軽減」などの経済的支援のニーズが大きい。民間資金による支援は、震
災孤児・遺児のみを対象とするものが多い。民間団体等による支援には、原子力災害からのいわ
ゆる自主避難者である子どもを対象とする支援もある。民間資金には、迅速・機動的に対応でき
るメリットがある。 
 
(2)就学援助、学校給食のような公的な現金、現物・サービス給付及び民間も含めた「子どもの貧
困」を防ぐための支援について、実態を調査するため研究協力者とともに現地調査を行った。こ
れらの調査により、本研究では、1)子どもの貧困対策に重要な役割を果たす就学援助と学校給食
は市町村における実施状況の格差が大きいこと、2)災害時の被災就学援助は平時の就学援助制
度の充実度に左右されること、3)普遍的な子育て支援策として給食費を無償化する自治体が増
加したことを明らかにした。 
 
(3)平時においても困難を抱えた家庭の子どもが、災害時により多くの困難に直面する可能性が
高い。したがって、災害時における子どもの貧困を防止するためには、平時から子どもの貧困を
防止する施策を充実することが必要である。学校給食費未納の実態と原因、そもそもの学校給食
の成り立ち、公立中学校における給食実施状況と問題点から、貧困状態や災害時の子どもの食の
セーフティネットの重要性について検討した。義務教育における普遍的な現物給である学校給
食を無償化した韓国の事例を踏まえ、わが国における学校給食のあり方として、現物給付として
の学校給食の普遍化を目指す可能性について検討した。 



震災直後(2011 年度)            震災４年後(2015 年度) 
 

出所：文部科学省「要保護及び準要保護児童生徒数」より作成。 
 

図１ 被災 3県と全国の就学援助率と被災児童生徒就学援助実施率 
 
(4)震災直後の 2011 年度の全国の就学援助率 15.6％に対して、被災 3 県は岩手県 10.2％、宮城
県 10.8％、福島県 10.6％という水準であった（図１）。交付金による被災児童生徒就学援助事業
を合計すると、2012 年度に給食費などの支援を受けている児童生徒数が公立小中学校児童生徒
総数に占める割合は、岩手県 14.4％、宮城県 17.4％、福島県 17.3％となった。交付金事業によ
って被災３県の支援対象者は 1.4～1.6 倍に増え、6～7人に１人の小中学生が経済的支援を受け
る状況となった。しかし、この水準は、宮城県と福島県は全国平均をやや上回る程度であり、岩 
手県は全国平均には及ばない。これは、給食費未納の状況、ひとり親率、県下の自治体の財政力
などからみて、被災県の東日本大震災発生以前の就学援助率が全国水準と比べて低すぎたため
と考えられる。被災県の就学援助全体の水準は、震災による全額国費負担の特別措置により、よ
うやく全国平均の水準となった。この特別措置がなければ、被災自治体が被災した児童生徒への
就学援助を全国平均の水準で行うことは難しかったといえよう。2015 年度のデータでは、被災
児童生徒就学援助を含めた就学援助全体の割合は、全国の 15.4％に対して、被災 3 県は岩手県
13.4％、宮城県 15.4％、福島県 13.4％という水準であり、宮城県以外は全国平均を下回るとと
もに、いずれも震災直後の水準を下回っている。被災以外の通常の就学援助割合はほぼ同程度で
あり、被災就学援助の割合が減少していることがわかった。 
 
(5)分析結果に基づき、所属学会その他政策に関心のある一般市民も対象にした招待講演等で研
究成果を発表し、国や自治体への政策提言を行い、社会に還元した。今後は、これら研究成果を
発展させ、被災就学援助及び給食費補助・無償化の実施状況を調査分析することにより、平時の
就学援助制度の改善を検討し、個別的な申請による現金給付を基本とする就学援助と普遍的な
現物給付制度としての義務教育の完全無償化の有効性を比較し、併せて望ましい制度への改善
の方法を探求したい。 
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ル観光学会、2014 年。 

 
〔図書〕（計 5件） 
①「学校給食と子どもの貧困」、鳫咲子、阿部彩・村山伸子・可知悠子・鳫咲子編『子どもの貧
困と食格差』、p.89-p.119、大月書店、2018 年。 

②「学校給食から見える子どもの貧困」、鳫咲子、鳫咲子ほか編『誰も置き去りにしない社会へ』、
p.30-p.47、新日本出版社、2018 年。 

③「原発避難、県外母子避難の現状」、鳫咲子、辰巳頼子・鳫咲子編『つながりを求めて－福島
原発避難者の語りから』、p.94-p.120、耕文社、2017 年。 

④『給食費未納 子どもの貧困と食生活格差』、鳫咲子、p.1-p.250、光文社、2016 年。 
⑤「被災した子どもの教育支援」、鳫咲子、青木栄一編『復旧・復興へ向かう地域と学校』、p.175-
p.198、東洋経済新報社、2015 年。 

 



〔その他〕 
報道関連情報 
① NHK「おはよう日本 熊本地震から 2年」(2018 年 4月 15 日)に研究代表者のインタビュー放

映。 
② 日本経済新聞「学校給食の公費負担検討を」(2017 年 2 月 4 日)に研究代表者のインタビュ

ー掲載。 
③ 朝日新聞「入学準備金は入学前に」（2017 年 2 月 4 日）に研究代表者のインタビュー掲載。 
④ NHK 高知放送局「シリーズ就学援助」(2015 年 12 月 11～25 日)で研究代表者のインタビュ

ー放映。 
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